




序     文 

 

 

日本国政府は、ウガンダ共和国政府の要請に基づき、同国の「家畜疾病診断・管理体制強化計

画」プロジェクトに係る詳細計画策定調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構が本

調査を実施しました。 

調査団は2009年7月29日から8月15日まで現地に派遣され、関係機関における現地調査とともに、

ウガンダ共和国政府関係者との協議を重ね、基本計画について合意しました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願います。 

調査にご協力とご支援を頂いた関係者各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成22年9月 

 

独立行政法人国際協力機構 
理事 高島 泉 
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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：2009 年 11 月 24 日 
担当部・課：農村開発部 乾燥畑作地帯第一課 

１．案件名 

家畜疾病診断・管理体制強化計画プロジェクト 
Technical Assistance to Improve National Diagnostic Capacity for Animal Disease Control 

２．協力概要 

(1) プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 
本プロジェクトは、ウガンダ共和国（以下、「ウガンダ」と記す）政府において家畜疾病

診断業務を担ってきた農業畜産水産省（Ministry of Agriculture, Animal Industry and 
Fisheries：MAAIF）疾病診断・疫学センターと、同分野の研究・人材育成を担い国内唯一

の獣医師養成大学であるマケレレ大学獣医学部（Faculty of Veterinary Medicines, Makerere 
University：MAK-FVM）の連携がなされることにより、国家家畜疾病診断体制を強化する

ものである。 
 

(2) 協力期間 
2010 年 2 月～2013 年 2 月（3 年間） 

 
(3) 協力総額（日本側） 

4 億 5,000 万円 
 

(4) 協力相手先機関 
農業畜産水産省動物資源水産総局家畜衛生昆虫局、農業畜産水産省（MAAIF）疾病診断・

疫学センター、県獣医事務所（District Veterinary Office：DVO）、マケレレ大学獣医学部、

畜産資源研究所 
 

(5) 国内協力機関 
日本大学生物資源科学部獣医学科 

 
(6) 裨益対象者及び規模 

農業畜産水産省（MAAIF）疾病診断・疫学センター（診断部門正職員 7 名）、マケレレ

大学獣医学部（診断部門正職員 7 名）、畜産資源研究所、県獣医事務所の職員 
 

(7) 対象地域 
地域の拠点としての機能をもちうる 7 県の獣医事務所を選定。 

３．協力の必要性・位置づけ 

(1) 現状及び問題点 
ウガンダの畜産業は農業生産高の約 13％1を占めており、農家世帯数の約 40％以上にあ

たる約 200 万世帯が何らかの形で家畜に依存した生計を営んでいる。 
伝統的な牧畜形態で飼育されてきたウシに加えて 1980 年代に生産が急増したブタが中

心であり、ほかにニワトリ・ヤギ・ヒツジも飼育されている。生産者の特徴として、ウシ

の 90%、ブタ・ニワトリ・ヤギ・ヒツジの半分以上が小規模農民・牧畜民によって飼育さ

                                                        
1 2005/6, ウガンダ統計局 
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れていることが挙げられる。一方、商業的養鶏が首都近郊で増加してきており、首都カン

パラで消費される鶏肉・鶏卵の多くを供給している。 
畜産物の主要な国内市場は首都といくつかの限られた都市においてしか期待できず、そ

のため近年農産物輸出が増加している近隣アフリカ諸国や中東への輸出拡大の期待が大き

い。しかし輸出を振興するためには、処理加工施設、輸送や冷蔵のための電力などのイン

フラとともに、家畜の生産及び畜産物流通の大きな阻害要因となる家畜疾病に対する対策

が急務となっている。 
1970～1980 年代の内戦によりウガンダの公的な獣医サービスは弱体化した。その後ムセ

ベニ政権では構造調整政策の下、地方分権化、獣医臨床サービスの民営化の方針により、

地方政府が限られた予算の中で家畜衛生対策を行う構図となった（中央政府は法整備、特

定の重要感染症に対してのサーベイと対策を行うことになった）。その結果、中央政府・地

方政府間のレファレンスシステムが弱まり、中央・地方政府における家畜疾病対策への認

識も低下した。 
地方政府は十分な予算の確保と技術の蓄積ができていない一方、中央政府の農業畜産水

産省家畜衛生昆虫局も地方自治体の行政区分を越えて感染が広がる家畜疾病の「情報収集

機能」、全国レベルでの感染拡大阻止や予防対策を打ち出すための「司令塔機能」ともに脆

弱な状況である。 
技術協力プロジェクト「家畜疾病対策計画」（2007 年 3 月～2009 年 3 月）では、ウガン

ダの疾病診断技術者の育成や MAAIF 疾病診断・疫学センター及び地方診断ラボの施設整

備などを通じて疾病体制強化を図った。その実施を通して、中央政府の診断体制において

人材が質・量ともに不足していること、特に、主要なカウンターパート（Counterpart：C/P）
である MAAIF 疾病診断・疫学センターのラボは診断を担当するスタッフが不足しており、

専門家が技術指導をしても、技術の定着が困難であることが明らかになった。 
 
(2) 相手国政府国家政策上の位置づけ 

ウガンダの設定する第 3 次貧困削減計画（2004 年 5 月～2007 年 8 月における戦略であり、

次期戦略として国家開発計画を策定中）の 5 つの柱のうちの 1 つである「生産・競争力・

収入の向上」にも、貧困削減における家畜の重要性が明示され、家畜疾病への対策が掲げ

られている。 
 

(3) わが国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ 
わが国は、「貧困削減」「社会開発」「経済的自立に向けた産業支援」などを対アフリカ援

助の重点課題としている。また、これに沿って対ウガンダ援助においては、「人的資源開発」

「基礎生活向上」｢農業開発｣｢経済基礎インフラ整備｣を重点分野としている。 
JICA は「農業開発」分野の支援として、国別事業実施計画において、今後の農業の発展

可能性（国内需要及び輸出の拡大可能性等）とわが国のもつ経験、技術的な比較優位性等

を勘案のうえ、3 つの協力プログラム（①コメ振興、②畜産振興、③地場産業強化・振興）

を設定しており、本案件は畜産振興プログラムに位置づけられているものである。 
 

(4) 他ドナーとの関係 
EU の実施する「汎アフリカ動物伝染病防除計画」は、牛疫・牛肺疫などの重要な伝染

性家畜疾病の調査及び防除を、MAAIF 家畜疾病診断・疫学センターを拠点に行っている。

本プロジェクトと同じラボラトリーを拠点としているため、人材を育成することによる相

互の好影響や、家畜疾病情報の共有が期待される。 
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４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 
(1) 協力の目標（アウトカム） 

1) 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標） 
＜上位目標＞ 

家畜疾病診断体制が機能することにより、家畜疾病対策が適切に実施される。 
＜指標＞ 

・ 疾病情報に基づき作成された疾病対策計画が作成される 
・ 実施された疾病対策の件数 

 
2) 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標） 

＜プロジェクト目標＞ 
MAAIF 家畜疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の連携により、国家家

畜疾病診断体制が強化され、共同診断機関としての基礎が確立する。 
＜指標＞ 

・ 診断によって入手可能となった家畜疾病対策に必要な疾病情報の項目数 
・ 共同診断機関において発生にあたり調査が実施された疾病の数 
・ 共同診断機関において収集し分析されたサンプル処理数 

 
(2) 成果（アウトプット）と活動 

＜アウトプット１＞ 
1．MAAIF 家畜疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の緊密な連携による機

能的な家畜疾病診断システム整備のためのアクションプランが作成される。 
＜活動＞ 

1-1 ウガンダの状況に即した診断システムについて調査を行う 
1-2 MAAIF 家畜疾病診断・疫学センター及びマケレレ大学獣医学部の現況を調査す

る 
1-3 両機関が果たすべき役割を整理する 
1-4 MAAIF 家畜疾病診断・疫学センター及びマケレレ大学獣医学部の連携による共

同家畜疾病診断センター体制を形成する 
1-5 フィールドから共同家畜疾病診断センターへのサンプル送付体制を形成する 

＜指標＞  
・ アクションプランが作成される 

 
＜アウトプット２＞ 

2．共同診断体制が形成され、体系的かつ専門的な診断サービスを提供するための診断

技術が強化される。 
＜活動＞ 

2-1 共同家畜疾病診断センターにおいて体系的な診断を可能とするための仕組みを

整備する。 
2-2 診断用サンプルの受領システムを確立する 
2-3 体系的な診断に必要な専門的診断技術を強化する。 
2-4 診断用試薬類（主として生物製剤）の生産を開始する。 

＜指標＞  
・ プロジェクトが指定する診断技術のうち、診断が可能となった疾病の数 
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・ 得られた診断結果の数 
 

＜アウトプット３＞ 

3．共同家畜疾病診断センターにおいて、緊急疾病発生に対処する実践的な調査システ

ムが整備される。 
＜活動＞ 

3-1 実現可能なシステム検討のための各種調査を行う 
3-2 調査をもとに実用的なシステムを整備する 
3-3 整備されたシステムの運用を開始する 

＜指標＞ 
・ システム運営のために整備されるガイドライン 
・ ガイドラインに基づき疾病発生に際し実施した緊急調査の数 

 
＜アウトプット４＞ 

4．MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の間の情報交換システムが

機能する。 
＜活動＞ 

4-1 適切なシステム検討のための各種調査を行う 
4-2 両機関で統合的に活用されるシステムを開発する 
4-3 開発されたシステムの運用を開始する 

＜指標＞ 
・ 情報交換システムにおいて共有される情報の数2 

 
＜アウトプット５＞ 

5．選定された県獣医事務所において初期診断及びサンプル収集技術が改善される。 
＜活動＞ 

5-1 パイロットとなる県獣医事務所を選定する 
5-2 初期診断及びサンプル収集に関するスタッフを研修する 
5-3 フィールド活動の実施を強化する 

＜指標＞ 
・ プロジェクトが指定する診断技術のうち診断が可能となったものの種類 
・ 中央の合同ラボラトリーに提出されたサンプルの数 
・ フィールドで実施される調査の数 

※ 各指標の目標値の設定はプロジェクト開始後 6 カ月以内に行う。 
 

(3) 投入（インプット） 
1) 日本側 

a） 専門家の派遣 
長期専門家 3 名 108MM  

（総括/診断システム強化、疾病診断技術、フィールドオペレーション/業務調

整） 

短期専門家 20MM 

（獣医細菌学、分子診断、獣医ウイルス学、組織病理診断） 
                                                        
2 具体的な指標は、システムの詳細が設計され次第、設定する。 
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b）機材供与 

・ 実験用機材 6,000 万円程度 

・ 車輌 3 台 

・ その他研修用機材等 

c） 研修員受入れ 

d）在外事業強化経費 

・ 研修実施に必要なローカルコスト負担、マケレレ大学獣医学部内のラボラトリ

ー整備など 
 

2) ウガンダ側 
a）カウンターパート（C/P）及び事務要員の配置 
b）プロジェクトオフィス提供（農業畜産水産省及びマケレレ大学） 
c）ローカルコスト負担（技術プロジェクト実施に必要な費用） 

 
(4) 外部要因（満たされるべき外部条件） 

1) 前提条件  
・ 農業畜産水産省とマケレレ大学との間で 家畜疾病分野での協力に関する覚書が

締結される。 
・ プロジェクトサイトにおいて治安が維持される。 

 
2) 成果（アウトプット）達成のための外部条件 

・ MAAIF 家畜疾病診断・疫学センター、マケレレ大学獣医学部、県獣医事務所にお

いて関係職員の人数が維持される。 
・ 診断やプロジェクト活動を実施するために必要な予算がウガンダ側によって確保

される。 
 

3) プロジェクト目標達成のための外部条件 
・ 特になし。 

 
4) 上位目標達成のための外部条件 

・ 家畜疾病に関する国家政策に変更がない。 
・ 家畜疾病対策に必要な予算がウガンダ政府により確保される。 

５．評価 5 項目による評価結果 

(1) 妥当性 
本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 
 

1) 先方政府の政策との整合性 
 農畜産業はウガンダにおいて依然として国の基幹産業であり、ウガンダ貧困削減計画

においても畜産業の重要性及び家畜疾病対策の必要性が明示されている。また農業畜産

水産省は、MAAIF 家畜疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の連携を命じた

大統領命を受け、両者による協力合意書が締結された。 
  

2) 国別援助計画、事業実施計画との整合性 
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対ウガンダ別援助においては、「人的資源開発」「基礎生活支援」｢農業開発｣｢経済基礎

インフラ整備｣を重点課題とし、なかでも農業を最重要セクターのひとつと位置づけてい

る。 
JICA は「農業開発」分野の支援として、今後の農業の発展可能性（国内需要及び輸出

の拡大可能性等）、わが国のもつ経験、及び技術的な比較優位性を勘案して 3 つの協力プ

ログラム（①コメ振興、②畜産振興、③地場産業強化・振興）を設定しており本件は畜

産振興プログラムに位置づけられる。 
 

3) わが国の比較優位性 
 わが国が長年協力を行ってきた家畜衛生分野での知見に加え、「家畜疾病対策計画」

（2007 年 3 月～2009 年 3 月）において蓄積された知見・ノウハウを本協力に活用するこ

とができる。 
 

4) ターゲットグループのニーズとの整合性 
 最終受益者となる畜産農家にとって、家畜疾病のコントロールは営農上のリスクを軽

減するために非常に重要であり、診断体制の整備は、多くを占める小規模農家の生計向

上・貧困削減に寄与する。 
 診断体制を担っている MAAIF 家畜疾病診断・疫学センターであるが、診断体制整備

のための人員が不足しており追加予算措置も難しい状況である。そのため、人材が比較

的豊富なマケレレ大学獣医学部との連携により、診断体制を確立する本協力はターゲッ

トグループのニーズ・リソースに即した協力の枠組みとなっている。 
 

(2) 有効性 
本プロジェクトは、以下の理由から有効性が見込まれる。 
 

1) プロジェクト目標達成へのアウトプットの貢献 
家畜疾病診断強化のためには、診断技術と情報共有体制の強化が必要であり、本プロ

ジェクトでは両者の強化をアウトプットとしてめざす。加えてウガンダの現状を踏まえ、

MAAIF 家畜疾病診断・疫学センターとマケレレ大学による連携、及び中央診断体制と地

方獣医事務所による連携の強化を通して実施体制を形成することは、診断体制の基礎を

確立することにつながる。 

2) 外部条件の分析 
プロジェクト目標が達成されるためには、疾病の診断や調査にかかる一定の費用をウ

ガンダが支出すること、必要な人員配置措置をとることが必要である。プロジェクト開

始直後とはいかずとも、段階的に改善されるよう、その重要性を先方政府に強調してい

くことが重要である。 
 

(3) 効率性 
本プロジェクトは以下の理由から効率的な実施が見込まれる。 

 
1) プロジェクトのアプローチ 

 本プロジェクトの特徴は、ウガンダの行政サービスの質向上のために、日本からの

投入だけでなく、ウガンダ国内の既存のリソースであるマケレレ大学の人材・学問的

蓄積を活用することであり、効率的なアプローチといえる。 
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2) 「家畜疾病対策計画」（2007 年 3 月～2009 年 3 月）における人材の活用 

「家畜疾病対策計画」の実施によって、MAAIF 家畜疾病診断・疫学センターのラボ

や対象としていた地方獣医事務所に蓄積された経験・ノウハウ・人的ネットワークは、

本プロジェクトで向上させる診断能力の基礎として継続的に活用される。 
 

(4) インパクト 
本プロジェクトには以下のようなインパクトが見込まれる。 
家畜疾病診断体制の確立により可能となる正確な診断は、疾病発生時の蔓延防止措置

などの対応を実施するうえで必要不可欠なものであり、適切な疾病対策を講じられるよ

うになることが期待される。その結果将来的に、農家レベルでは、家畜の死亡による損

失の減少や、健康で付加価値の高い家畜を市場に提供することが可能となり、国家レベ

ルでは、検疫基準をクリアし多くの国に畜産物を輸出できるようになることが期待され

る。 
 

(5) 自立発展性 
本プロジェクトは以下の理由から自立発展性が高いことが見込まれる。 

1) 政策・制度的観点 
家畜疾病対策の必要性はウガンダ貧困削減計画に明示されており、ウガンダの重点分

野のひとつである。加えて、農業畜産水産省と連携して家畜疾病診断の役割を担うマケ

レレ大学も戦略計画（2009-2019）に従来の教育や研究に加え公共サービスに貢献する旨

を記載しており、自立発展性は高いと考えられる。 
また農業畜産水産省とマケレレ大学獣医学部の間では、共同診断ラボラトリーが公共

サービスを担う政府機関として機能することを明示した覚書を締結中である。 
 

2) 技術・組織的観点 
本プロジェクトの C/P に蓄積された人材は、プロジェクト終了後も共同家畜疾病診断

体制のリソースとして明確に位置づけられ、組織的に機能を果たしていき、診断業務を

継続していく過程で技術的水準も維持・向上されることが見込まれる。 
                                           

3) 財政面 
現況としては、農業畜産水産省及び地方獣医事務所、マケレレ大学における疾病対策

への予算は十分とはいえない。本プロジェクトでは、日本側が診断体制整備や技術指導

をサポートする一方で、ウガンダが疾病の調査・診断のために持続的に予算確保するよ

う促していく必要がある。 
６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

(1) 貧困・ジェンダー 
本協力は裨益者に直接アプローチするものではないが、ウガンダの畜産の大部分を担う

のは農村部の小規模農家であり、小規模農家の生計を支える家畜の生産性向上に寄与する

ことは、貧困層・女性への有効のアプローチである。 
 

(2) 環境 
本協力は家畜疾病診断体制という制度構築の支援であるため、直接的に環境に影響を与

えるものではない。 
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７．過去の類似案件からの教訓の活用 

技術協力プロジェクト「家畜疾病対策計画」（2007 年 3 月～2009 年 3 月）では、青年海外協

力隊短期隊員を地方獣医事務所に派遣し、技術レベルの向上に寄与したことを踏まえ、本案件

においても同様の方法での支援を検討する。 
８．今後の評価計画 

    2011 年 6 月  中間レビュー 
2012 年 10 月 終了時評価調査 
2016 年 2 月  事後評価 
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第１章調査の概要 
 
１－１ 背景 

(1) ウガンダ畜産業の現状 
ウガンダ共和国（以下、ウガンダ）の畜産業は農業生産高の約 13％を占めており、農家世

帯数の約 40％以上にあたる約 200 万世帯が何らかの形で家畜に依存した生計を営んでいる。 
肉の生産量をみると、伝統的な牧畜形態で飼育されてきたウシに加えて 1980 年代に生産

が急増したブタが中心であり、ニワトリ・ヤギ・ヒツジがそれに続いている。生産者構造に

目を転じると、ウシの 90%、ブタ・ニワトリ・ヤギ・ヒツジの半分以上が小規模農民・牧畜

民によって飼育されている。一方、商業的養鶏が首都近郊で増加してきており、首都カンパ

ラで消費される鶏肉・鶏卵の多くを供給している状況もみられる。 
畜産物のまとまった国内市場は首都といくつかの限られた都市においてしか期待できず、

近年農産物輸出が増加している南スーダンやコンゴ民主共和国などを含む近隣アフリカ諸国

や中東への輸出拡大の期待が大きい。しかし、そのためには、処理加工施設、輸送や冷蔵の

ための電力などのインフラとともに、家畜の生産及び畜産物流通の大きな阻害要因となる家

畜疾病に対する対策が急務となっている。 
 

(2) ウガンダの家畜疾病対策体制 
1970～1980 年代の内戦によりウガンダの公的な獣医サービスは崩壊した。その後ムセベニ

政権では構造調整政策の下、地方分権化、獣医臨床サービスの民営化の方針により、地方政

府が限られた予算のなかで家畜衛生対策を行う構図となった（中央政府は法整備、特定の重

要感染症に対してのサーベイと対策を行うことになった）。結果、中央政府・地方政府間のレ

ファレンスシステムが弱体となり、中央・地方政府における家畜疾病対策への認識の低下や

この分野への予算の不十分な予算配賦をもたらした。 
地方政府は十分な予算と技術を確保できていない一方、農業畜産水産省家畜衛生昆虫局も

行政区分を越えて広がる家畜疾病の「情報収集機能」、及び全国レベルでの感染拡大阻止や

予防対策を打ち出すための「司令塔機能」ともに脆弱な状況である。 
 

(3) 先方政府、JICA 計画における位置づけ 
ウガンダの設定する第 3 次貧困削減計画（2004 年 5 月～2007 年 8 月における戦略であり、

次期戦略として国家開発計画を策定中）の 5 つの柱のうちの 1 つである「生産・競争力・収

入の向上」にも、貧困削減における家畜の重要性が明示され、家畜疾病への対策が掲げられ

ている。 
わが国もその重要性を認識し、「畜産振興プログラム」として支援している。 
 

(4) ウガンダによるわが国への要請 
技プロ「家畜疾病対策計画」（2007 年 3 月～2009 年 3 月）では、疾病診断技術者の育成や

中央・地方診断ラボの施設整備などを通じて疾病体制強化を図ってきた。この技プロを通じ

て中央・地方診断における、特に人材面での脆弱性、及び中央ラボラトリーと地方ラボラト

リーの連携体制が課題となってきた。 
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農業畜産水産省家畜衛生昆虫局とマケレレ大学獣医学部の協力を勧告する大統領レター

も受けて、ウガンダ農業畜産水産省とマケレレ大学獣医学部は、両者の連携により、家畜

疾病対策の基本となる診断体制の強化を図ることを構想。終了した上記「家畜疾病対策計

画」プロジェクトの後継案件として本案件をわが国に要請した。 
 

 
１－２ 目的 

協力の基本構想［プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）案、

実施体制案、討議議事録（Record of Discussion：R/D）案等］について先方と協議議事録（Minutes 
of Meeting：M/M）で合意する。 

 
(1) プロジェクト概要の協議・合意 

本プロジェクトの要請の背景を確認するとともに、プロジェクト実施体制（関係機関、人

員、予算）についてウガンダ側と協議を行い、基本計画（達成目標、成果、活動、投入、協

力期間、ターゲットグループ等）を策定する。 
 

(2) 基本計画の評価（プロジェクトの妥当性の確認等） 
基本計画について評価5項目の視点で評価（特にプロジェクト実施の妥当性について）する。 

 
(3) 実施計画の策定 

プロジェクトの基本計画の策定・合意を受けて、プロジェクト実施期間全体の暫定実施計

画案を策定する。 
 

１－３ 団員構成 

本調査の団員は以下のとおりである。 

担当分野 氏 名 所  属 期間 

総  括 星 弘文 JICA 農村開発部 乾燥畑作地帯第一課 課長 8/9～8/15 

家畜疾病 
診断技術 

佐藤 雪太 日本大学 生物資源科学部 獣医学科 専任講

師 
8/10～8/15 

評価分析 柏崎 佳人 A&M コンサルタント有限会社 7/29～8/15 

協力企画 野田 樹 JICA 農村開発部 乾燥畑作地帯第一課 職員 8/3～8/15 

 
１－４ 調査日程 

調査団は以下の日程で調査を行った。 

7 月 29 日 水 JICA ウガンダ事務所協議 

7 月 30 日 木 
農業畜産水産省表敬 
MAAIF 家畜疾病診断・疫学センター・ラボ訪問 

7 月 31 日 金 
農業畜産水産省打合せ 
マケレレ大学表敬 

8 月 1 日 土 資料整理 



－ － 3

8 月 2 日 日 ムバララへ移動 

8 月 3 日 月 
ムバララ・ムピジ・キルフラ獣医事務所訪問 
JICA ウガンダ事務所協議 

8 月 4 日 火 
農業畜産水産省表敬 
MAAIF 家畜疾病診断・疫学センター・ラボ訪問 
マケレレ大学表敬 

8 月 5 日 水 
ムバレへ移動 
ムバレ獣医事務所訪問 
クミ獣医事務所訪問 

8 月 6 日 木 
畜産資源研究所（トロロ）訪問 
カンパラへ移動 

8 月 7 日 金 M/M 協議（農業畜産水産省） 

8 月 8 日 土 資料整理 

8 月 9 日 日 団内打合せ 

8 月 10 日 月 

JICA ウガンダ事務所協議 
M/M 協議（農業畜産水産省） 
農業畜産水産省事務次官表敬 
MAAIF 家畜疾病診断・疫学センター・ラボ訪問 

8 月 11 日 火 

キボガへ移動 
キボガ獣医事務所訪問 
畜産農家視察 
カンパラへ移動 

8 月 12 日 水 マケレレ大学にて協議 

8 月 13 日 木 M/M 協議（農業畜産水産省） 

8 月 14 日 金 
M/M 署名（農業畜産水産省） 
在ウガンダ日本大使館報告 
JICA ウガンダ事務所報告 

8 月 15 日 土 
資料整理 
エンテベ発 
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第２章 現地調査結果 
２－１ 調査結果概要 

(1) 総括 
本案件の C/P となる農業畜産水産省・マケレレ大学との協議、地方獣医事務所・畜産資源

研究所（National Livestock Resources Research Institute：NaLIRRI）での現地調査を実

施。その後、JICA 案をもとにプロジェクトの基本計画について関係者と協議を行い、農業畜

産水産省事務次官（Permanent Secretary：PS）及びマケレレ大学副学部長と M/M につい

て署名を交わした。 
また、先方政府の要望を反映して、プロジェクトの英語名称が要請時の「Technical Assistant 

Support to Improve the National Capacity of Animal Disease Diagnoses and Control」から「Technical 
Assistance to Improve National Diagnostic Capacity for Animal Disease Control」に変更された。 

 
(2) 関係機関との打合せ概要 

1) 農業畜産水産省との個別協議 
家畜衛生局長は本プロジェクトの趣旨をよく理解している。一方、スタッフによっては

プロジェクトの構想（両機関の連携）への理解が十分ではなく、診断機能の一定程度がマ

ケレレ大学内の診断室に移行されることへの懸念が示されたが、協議が進むにつれプロジ

ェクトへの理解が深まった。 
 

2) マケレレ大学獣医学部長との個別協議 
マケレレ大学は、従来大学として担ってきた研究と教育の機能に加え、公共サービスに

も積極的にかかわっていくことを長期戦略として掲げており、本プロジェクトの構想と合

致する旨が学部長より説明された。また、農業畜産水産省側との連携の大学側の先導役と

して重要となる学部長自身が再任予定（4 年）である旨が学部長より説明された。 
他方、技術プロジェクトにおける実施機関としての役割の理解や、学部長だけでなく学

部内での各担当者におけるコンセプトの理解促進が課題である。 
 

3) 地方獣医事務所での調査 
各獣医事務所の機能・中央との連携状況・問題となっている疾病等について聞き取りを

行うとともに、畜産農家の現状を把握した。 
 

4) 畜産資源研究所（NaLIRRI）視察 
設備や人員は農業畜産水産省の家畜疾病診断・疫学センター等と比較して恵まれており、

研究所が本プロジェクトにおいても一定の役割を果たすことへの関心が所長から示され

た。現段階において、公共サービスへの貢献は限定されており、本プロジェクトにおいて

どのような役割を担うことが可能であるか、プロジェクトが進展するなかで早いうちに検

討する必要がある。 
 

5) 農業畜産水産省及びマケレレ大学との合同協議  
連携の実質的な仕組みづくりはこれからであるものの、両者の連携について、大筋で合
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意した。M/M に添付される PDM や先方政府の人員体制について主に協議された。先方の

要望により、関係者により理解しやすいものとすべきとの観点から、プロジェクトの英文

名称の変更が合意された。 
 
２－２ 畜産・家畜疾病発生の状況 

ウガンダにおける最も重要なウシの感染症は、タイレリア原虫によって引き起こされる東海

岸熱であり、いまだに死亡原因のトップとなっている。そのため、アナプラズマ病、バベシア

病、心水症を含むダニ媒介性疾病は、ウガンダ全域において最も経済的な損耗を与えている疾

病であることに長年変化はなく、ウガンダ政府のみならず多くのドナーが対策に努めてきたが、

発生状況はほとんど変わっていない。対策としてはダニ駆除であるが、近年、設備と施設の維

持管理にコストがかかる薬浴の実施は減少しており、多くの農家では防虫剤の散布を行ってい

る。そのほか、寄生虫性疾患としては、内部寄生虫感染症が家畜の生産性を低下させる大きな

要因となっている。また東部地域においてはトリパノゾーマ原虫の感染率がいまだに高く、流

産や二次感染の原因と考えられている。 
ウシのウイルス性疾患としては口蹄疫、ランピー・スキン病等が重要である。特に前者は 2008

年にも約半数の県で発生が確認されている。後者についても毎年多くの地域で流行がありワク

チン接種などの対策が望まれているが、比較的高額なワクチンの費用が農家負担となるため、

接種率が上がらず、全国的なコントロールには至っていない。 
ブタについてはアフリカ豚コレラの発生が最もおそれられており、毎年流行がみられる。

2008 年には東部ムバレ県周辺において発生があったが、移動制限などの検疫措置の結果、大き

な広がりには至らなかった。一方、小反芻獣疫が 2007 年後半から東北部のカラモジャ地域で

流行の兆しをみせ始めた。FAO による対策プロジェクトがケニア共和国（以下、「ケニア」と

記す）・ウガンダ国境にて始められたがいまだに発生が収まらず、西北部から中央部にかけて

広がりつつある。なお、カラモジャ地域は政治的に不安定な地域であるため疾病対策が難しく、

家畜疾病が多く発生しているといわれている。 
もうひとつ重要なウイルス性の感染症は狂犬病であり、イヌのみならずウシやヒトでも毎年

発生があり問題となっている。散発的な発生であるが、発生例は全国に広がっている。牧場内

のブッシュなどに棲む野犬が家畜や人間を襲うことにより、感染が起きると考えられる。 
家禽のウイルス性疾病としてはニューカッスル病が重要であり、ほかには癌ぼろ病などの発

生が推察されるが確定診断は行われていない。鳥インフルエンザについてはウガンダ国内にお

ける発生は確認されていないものの、スーダン共和国（以下、「スーダン」と記す）南部にお

いては 2008 年に発生が確認されており、ウガンダへの侵入が懸念されている。 
細菌性疾患としては、マイコプラズマによって引き起こされる牛肺疫が大きな問題となって

いる。流行の懸念もあるためワクチン接種による対策が望まれるが、ワクチン代は農家負担と

なるために、包括的な対策がとりにくいのが現状である。また疫学的な調査による地域的な広

がりの確認が疾病対策のために重要であるが、検査を市販のキットに頼っているために、多く

のサンプルを調べることができない。加えて西部においては、ウシとヤギにおけるブルセラ病

の感染率が非常に高いことが、JICA による前プロジェクトで実施した調査を通して明らかにな

った。 
その他の細菌性感染症としては炭疽、気腫疽などの発生が雨期の初期にウシで報告されてい
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る。ほかに流産が多く発生していることから、キャンピロバクター、リステリア、レプトスピ

ラ、ネオスポラといった感染症の存在も疑われるところである。 
 

２－３ 家畜疾病診断/対策体制 

(1) 概要 
農業畜産水産省家畜衛生昆虫部が家畜疾病対策を所管している。家畜衛生昆虫部は獣医検

疫課と疾病対策課をもち、実務にあたっている。地方では各県の獣医事務所が家畜疾病対策

と動物の移動に関しての業務を担い、疾病の発生・流行時には家畜衛生昆虫部へ連絡を入れ、

検疫体制（国内における移動制限）などの指示を仰ぐ体制となっている。 
口蹄疫、牛肺疫、ランピー・スキン病、狂犬病などのワクチンの調達は農業畜産水産省が

担い、疾病発生状況に基づいて各地域に分配する。なお、家畜疾病対策にあたって畜産農家

への補償制度が整備されていないため、殺処分などの措置が取られていない状況である。 
研究機関としては、農業畜産水産省所轄の農業研究機構が所管する畜産資源研究所が家畜

疾病に関する研究を行っている。他方、農業畜産水産省の所轄ではないがマケレレ大学獣医

学部が本分野での研究や獣医師をはじめとする人材育成を担っている。 
関連機関に関する詳細な状況は以下のとおり。 

 
1) 農業畜産水産省及び MAAIF 家畜疾病診断・疫学センター  

疾病診断部門には細菌、血液、寄生虫、血清、病理、ウイルス、遺伝子診断の各検査室

があり、獣医師 3 名、検査技師 4 名が配属されている。検査料は課していない。EU の支

援で実施されてきた汎アフリカ動物伝染病防除計画プロジェクトによる疾病調査が、当セ

ンターにおいて実施されているが（検査には市販のキットを使用）、持ち込まれる検体数

が非常に少なく実施されている検査業務量は限定されている。 
地方で重要疾病の流行が発生した場合は、県獣医事務所から家畜衛生昆虫部に連絡が入

り、当センターから調査チームが現場へ派遣される仕組みとなっている。予算や確定診断

技術不足が迅速で的確な検査を行うための障壁となっている。 
なお、農業畜産水産省において家畜衛生を所管する部署の組織図は以下のとおり。 
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図２－１ 農業畜産水産省・家畜衛生所管部署の組織図 

 

2) マケレレ大学獣医学部（MAK-FVM） 
本分野での研究や獣医師をはじめとする人材育成を担っており、人材・施設ともに比較

的整備されている。これまで国家の疾病対策に対して重要な役割を担ってきたわけではな

いが、農業畜産水産省からの依頼に基づいて疾病発生状況の調査を実施する場合があり、

その際はコンサルタント料が同省より支払われている。また農場等からの依頼で持ち込ま

れるサンプルに対して検査料を課している。        
大学の中長期方針として、教育と研究に加え公共サービスの提供も大学の役割とする方

針を打ち出している。 
なお、マケレレ大学獣医学部の組織図は以下のとおり。 
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図２－２ マケレレ大学獣医学部の組織図 

 
3) 畜産資源研究所 (NaLIRRI) 

農業畜産水産省の農業研究機構に属する研究機関である（トリパノゾーマ症研究所から

獣医衛生研究所へと改組され、現在の体制となった。そのため現在も、トリパノゾーマ症

に関連する研究の蓄積がある）。海外をはじめとする外部機関から依頼された調査及び検

査が現在の主業務である。農業畜産水産省から配賦される独自研究予算は限定されており、

予算の多くは研究の依頼元であるドナーや研究機関に依存しており、家畜衛生分野で公共

サービスを提供するような仕組みは有していない。 
このような状況ではあるが、所長等への聞き取りを通じ、公共サービス提供への意思が

少なからずあることが確認されたことを踏まえ、本プロジェクトにおいてどのような役割

を担うことが可能であるか、プロジェクトが進展するなかで早いうちに検討する必要があ

る。県をまたいだ広域疾病調査、特定の疾病に対するリファレンス機関としての役割、診

断技術等に対するクウォリティー・アシュアランス業務、データ解析等が考えられる。 
 

4) 県獣医事務所（DVO） 
各県に 1 カ所の県獣医事務所が配置されており、予算・人材は限定されているものの、

地域の畜産農家の要望に応じ活動している。中央の農業畜産水産省との関係においては、

定期的に活動状況を書面で報告することになっているが、実施状況は県事務所により異な

ることが分かった。また疾病の発生・流行時には家畜衛生昆虫部へ連絡を入れ、検疫体制

（国内における移動制限）などの指示を仰ぐ体制となっている。 
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２－４ 日本の協力活動実績 

前フェーズの協力「家畜疾病対策計画」において人材育成がなされた。 
 
(1) MAAIF 家畜疾病診断・疫学センター 

・ 診断技術関連でのプロジェクトの大きな成果のひとつは、組織病理検査を行えるよう

になったことである。病理検査室が整備され、技術が検査技師に移転されたことは診

断ラボとしての大きな改善となった。組織病理検査は診断の基本であるため、多くの

疾病について組織学的におおよその診断を下すことができるようになった。 
・ ウイルス検査室が整備され、ウイルス分離のために必要な細胞株が整った。現在、ウ

ガンダ国内のラボにおいて細胞培養が可能な施設は、マケレレ大学獣医学部内の鳥イ

ンフルエンザ・ラボのみであり、そのラボがインフルエンザウイルスしか扱わないと

いう現状をかんがみると、現実的にウガンダにおいて家畜に病原性のあるウイルスを

扱えるラボはこの中央ラボのみということになる。 
・ ブルセラ病簡易診断用製剤を生産できるようになったことに加え、確定診断用の 

ELISA がセットアップされたことで、ブルセラ病の包括的な診断が行えるようになっ

た。 
 

(2) 県獣医事務所 
プロジェクトのサブサイトとして選定したすべての県獣医事務所において簡易ラボが整

備され、青年海外協力隊員（短期）によって基本的な寄生虫感染症の診断法、つまり血液検

査法と糞便検査法が技術移転された。 
  
２－５ 他ドナーによる協力活動 

(1) 汎アフリカ動物伝染病防除計画  
EU によって 2001 年から 2006 年にかけて、サブ・サハラ・アフリカの 32 カ国を対象とし

て実施されたプロジェクトであり、その後フェーズ 2 に移行したものの 2008 年に終了した。

予算規模は 270 万ユーロ。ウガンダにおいてのみ今年（2009 年）からフェーズ 3 に移行し、

更に 2 年間継続されることになった。主要家畜感染症（牛疫、小反芻獣疫、牛肺疫、口蹄疫） 
の持続的調査及び戦略的防除のための技術協力であり、主な活動は市販されているキットを

用いた疾病の疫学調査である。 
 

(2) 全国家畜生産性改善計画 
アフリカ開発銀行によるプロジェクトであり、①家畜遺伝資源開発、②健全な家畜の育成、

③水供給及び飼草資源開発、④家畜市場インフラ及び情報システム改善、という 4 つのコン

ポーネントから成る。家畜衛生分野がかかわるのは第 2 のコンポーネントであり、家畜疾病

診断に関するサービスデリバリーの強化という活動内容が含まれてはいる。このプロジェク

トを通じ、MAAIF 家畜疾病診断・疫学センター及び県獣医事務所に機材が配置されてきた。 
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(3) 東アフリカにおける野生動物疾病対策プロジェクト  
ベルギー王国（以下、「ベルギー」と記す）が支援するプロジェクトであり、マケレレ大

学大学院の学生を担い手に、MAAIF 家畜疾病診断・疫学センターをサイトとして口蹄疫診断

に係る能力強化を実施した。技術指導は短期専門家派遣とベルギー本国における研修によっ

て行った。 
  

(4) 高病原性鳥インフルエンザ監視強化プロジェクト 
米国の Walter Reed Academy/USAID により実施された。マケレレ大学医学部・獣医学部を

サイトとし、高病原性鳥インフルエンザ対策に係る能力強化を図るプロジェクト。獣医学部

内に鳥インフルエンザ・ラボを整備し、ウイルス分離など、ウイルス性疾病の診断に必要な

機材がすべて整っている。 
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第３章 プロジェクトの協力計画 
 

３－１ 協力の基本計画  

(1) 協力の目標 
1) 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標） 

家畜疾病診断体制が機能することにより、家畜疾病対策が適切に実施される。 
 

2) 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標） 
MAAIF 家畜疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の連携により、国家家畜疾

病診断体制が強化され、共同診断機関としての基礎が確立する。 
 

(2) 成果 
＜成果 1＞ 

MAAIF 家畜疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の緊密な連携による機能

的な家畜疾病診断システム整備のためのアクションプランが作成される。 
 

＜成果 2＞ 
共同診断体制が形成され、体系的かつ専門的な診断サービスを提供するための診断技

術が強化される。 
 

＜成果 3＞ 
 共同家畜疾病診断センター（Joint National Diagnostic Center：J-NADIC）におい

て、緊急疾病発生に対処する実践的な調査システムが整備される。 
 

＜成果 4＞ 
MAAIF 家畜疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の間の情報交換システム

が機能する。 
 

＜成果 5＞ 
選定された県獣医事務所において初期診断及びサンプル収集技術が改善される。 

 
 (3) 活動 

＜活動 1＞ 
1-1 ウガンダの状況に即した診断システムについて調査を行う 
1-2 MAAIF 家畜疾病診断・疫学センター及びマケレレ大学獣医学部の現況を調査す

る 
1-3 両機関が果たすべき役割を整理する 
1-4 MAAIF 家畜疾病診断・疫学センター及びマケレレ大学獣医学部の連携による共

同家畜疾病診断センター体制を形成する 
1-5 フィールドから共同家畜疾病診断センターへのサンプル送付体制を形成する 
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＜活動 2＞ 

2-1 共同家畜疾病診断センターにおいて体系的な診断を可能とするための仕組みを

整備する。 
2-2 診断用サンプルの受領システムを確立する 
2-3 体系的な診断に必要な専門的診断技術を強化する。 
2-4 診断用試薬類（主として生物製剤）の生産を開始する。 
 

＜活動 3＞ 
3-1 実現可能なシステム検討のための各種調査を行う 
3-2 調査をもとに実用的なシステムを整備する 
3-3 整備されたシステムの運用を開始する 
 

＜活動 4＞ 
4-1 適切なシステム検討のための各種調査を行う 
4-2 両機関で統合的に活用されるシステムを開発する 
4-3 開発されたシステムの運用を開始する 
 

＜活動 5＞ 
5-1 パイロットとなる県獣医事務所を選定する 
5-2 初期診断及びサンプル収集に関するスタッフを研修する 
5-3 フィールド活動の実施を強化する 

 
３－２ 日本側の協力体制  

今回の支援計画では、マケレレ大学獣医学部のスタッフを対象とした感染症診断技術改善及び

マケレレ大学と農業畜産水産省の連携診断システム構築に必要な技術協力活動を行うため、日本

側には家畜衛生に関し総合的な支援を実施する協力体制が求められる。これを踏まえ、本プロジ

ェクトにおいては、前フェーズのプロジェクト「家畜疾病対策計画」においてと同様、日本大学

生物資源科学部獣医学科からの支援を得、各分野において専門性のある人材の派遣や、必要な内

容を網羅した本邦研修を提供できる体制とする。 
   

３－３ 協力にあたっての留意事項  

上述のとおり、両者の連携の推進役となる農業畜産水産省家畜衛生局長とマケレレ大学獣医学

部長の間では、連携の必要性や考え方が共有されており、また両者の連携に関する覚書は既に交

わされている。 
他方、両機関の事務レベルにおけるコンセプトの理解は現時点では必ずしも十分といえず、こ

れから醸成していく必要がある。また、地方獣医事務所から両者の役割分担（診断に持ち込まれ

るサンプルの窓口や、病性鑑定等の診断業務について）に関しても、プロジェクト開始後に行っ

ていく必要がある。 
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第４章 評価結果 
  

４－１ 妥当性 

本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 
 
(1) 先方政府の政策との整合性 

農畜産業はウガンダにおいて依然として国の基幹産業であり、ウガンダ貧困削減計画にお

いても畜産業の重要性及び家畜疾病対策の必要性が明示されている。また農業畜産水産省は、

MAAIF 家畜疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の連携を命じた大統領命を受け、

両者による協力合意書が締結された。 
 

(2) 国別援助計画、事業実施計画との整合性 
対ウガンダ別援助においては、「人的資源開発」「基礎生活支援」｢農業開発｣｢経済基礎イ

ンフラ整備｣を重点課題とし、なかでも農業を最重要セクターのひとつと位置づけている。 
JICA は「農業開発」分野の支援として、今後の農業の発展可能性（国内需要及び輸出の拡

大可能性等）、わが国のもつ経験、及び技術的な比較優位性を勘案して 3 つの協力プログラ

ム（①コメ振興、②畜産振興、③地場産業強化・振興）を設定しており本件は畜産振興プロ

グラムに位置づけられる。 
 

(3) わが国の比較優位性 
わが国が長年協力を行ってきた家畜衛生分野での知見に加え、「家畜疾病対策計画」（2007

年 3 月～2009 年 3 月）において蓄積された知見・ノウハウを本協力に活用することができる。 
 

(4) ターゲットグループのニーズとの整合性 
最終受益者となる畜産農家にとって、家畜疾病のコントロールは営農上のリスクを軽減す

るために非常に重要であり、診断体制の整備は、多くを占める小規模農家の生計向上・貧困

削減に寄与する。 
診断体制を担っている MAAIF 家畜疾病診断・疫学センターであるが、診断体制整備のた

めの人員が不足しており追加予算措置も難しい状況である。そのため、人材が比較的豊富な

マケレレ大学獣医学部との連携により、診断体制を確立する本協力はターゲットグループの

ニーズ・リソースに即した協力の枠組みとなっている。 
 
４－２ 有効性 

本プロジェクトは、以下の理由から有効性が見込まれる。 
 

(1) プロジェクト目標達成へのアウトプットの貢献 
家畜疾病診断強化のためには、診断技術と情報共有体制の強化が必要であり、本プロジェ

クトでは両者の強化をアウトプットとしてめざす。加えてウガンダの現状を踏まえ、MAAIF
家畜疾病診断・疫学センターとマケレレ大学による連携、及び中央診断体制と地方獣医事務
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所による連携の強化を通して実施体制を形成することは、診断体制の基礎を確立することに

つながる。 
 

(2) 外部条件の分析 
プロジェクト目標が達成されるためには、疾病の診断や調査にかかる一定の費用をウガン

ダが支出すること、必要な人員配置措置をとることが必要である。プロジェクト開始直後と

はいかずとも、段階的に改善されるよう、その重要性を先方政府に強調していくことが重要

である。 
 
４－３ 効率性 

本プロジェクトは以下の理由から効率的な実施が見込まれる。 
 
(1) プロジェクトのアプローチ 

本プロジェクトの特徴は、ウガンダの行政サービスの質向上のために、日本からの投入だ

けでなく、ウガンダ国内の既存のリソースであるマケレレ大学の人材・学問的蓄積を活用す

ることであり、効率的なアプローチといえる。 
 

(2) 「家畜疾病対策計画」（2007 年 3 月～2009 年 3 月）における人材の活用 
「家畜疾病対策計画」の実施によって、MAAIF 家畜疾病診断・疫学センターのラボや対象

としていた地方獣医事務所に蓄積された経験・ノウハウ・人的ネットワークは、本プロジェ

クトで向上させる診断能力の基礎として継続的に活用される。 
 
４－４ インパクト 

本プロジェクトには以下のようなインパクトが見込まれる。 
家畜疾病診断体制の確立により可能となる正確な診断は、疾病発生時の蔓延防止措置などの対

応を実施するうえで必要不可欠なものであり、適切な疾病対策を講じられるようになることが期

待される。その結果将来的に、農家レベルでは、家畜の死亡による損失の減少や、健康で付加価

値の高い家畜を市場に提供できることが可能となり、国家レベルでは、検疫基準をクリアし多く

の国に畜産物を輸出できるようになることが期待される。 
 
４－５ 自立発展性 

本プロジェクトは以下の理由から自立発展性が高いことが見込まれる。 
 
(1) 政策・制度的観点 

家畜疾病対策の必要性はウガンダ貧困削減計画に明示されており、ウガンダの重点分野の

ひとつである。加えて、農業畜産水産省と連携して家畜疾病診断の役割を担うマケレレ大学

も戦略計画（2009-2019）に従来の教育や研究に加え公共サービスに貢献する旨を記載してお

り、自立発展性は高いと考えられる。 
また農業畜産水産省とマケレレ大学獣医学部の間では、共同診断ラボラトリーが公共サー

ビスを担う政府機関として機能することを明示した覚書を締結中である。 
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(2) 技術・組織的観点 
本プロジェクトの C/P に蓄積された人材は、プロジェクト終了後も共同疾病診断体制のリ

ソースとして明確に位置づけられ、組織的に機能を果たしていき、診断業務を継続していく

過程で技術的水準も維持・向上されることが見込まれる。  
                                               

(3) 財政面 
現況としては、農業畜産水産省及び地方獣医事務所、マケレレ大学における疾病対策への

予算は十分とはいえない。本プロジェクトでは、日本側が診断体制整備や技術指導をサポー

トする一方で、ウガンダが疾病の調査・診断のために持続的に予算確保するよう促していく

必要がある。 
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